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１．介護保険住宅改修費支給制度について 
 

 介護保険制度では、要介護（要支援）の認定を受け在宅生活をしている人が自立して安全に生活

できるよう、生活環境の整備に伴う費用の一部を住宅改修費として支給しています。 

 

（１）支給対象となる住宅改修工事の種目 

対象種目 機能又は構造等 

１．手すりの設置 通路、トイレ、玄関等に、転倒の予防や移動・移乗の動作を補助する目

的で手すり（ベースプレートなどの下地補強を含む）を設置するもの。 

※取付工事を伴わない、据え置き型のものなどは対象外 

２．段差の解消 段差を解消するために、敷居を低くする工事、スロープを設置する工

事、浴室の床のかさ上げを行うもの等。  

※踏み台やスロープの設置のなかで、工事により固定しない場合は対象

外 

３．滑りの防止や、

移動を円滑にす

るための床また

は通路面の材料

の変更 

畳敷きから板製床材（フローリング）等へ変更するもの、浴室の床を滑

りにくい床材へ変更するもの等。 

４．引き戸等への扉

の取替 

開き戸から引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどへの取替え等

の扉全体の交換、ドアノブの変更、戸車の設置。 

５．洋式便器等への

便器の取替 

和式便器から洋式便器への取り替え等。 

※福祉用具購入の対象となる「腰掛便座」の設置は対象外 

６．上記１～５の住

宅改修に付帯し

て必要となる住

宅改修 

・浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事 

・扉の取替に伴う壁又は柱の改修工事 

・便器の取替に伴う給排水設備工事（水洗化、簡易水洗化に係るものを

除く）等 

 

（２）住宅改修費支給の要件 

 以下の①～⑥の要件をすべて満たしている場合に、住宅改修費の支給を受けることができます。 

① 要支援１・２又は要介護１～５の認定を受けていること 

② 利用者が在宅生活をしていること（入院・入所・外泊は不可。ただし、入院・入所中に在

宅へ復帰するための住宅改修を行うことは可能です） 

③ 排泄や入浴、外出等の日常動作において、利用者本人の自立した生活を促すことや介護者

の負担軽減を図ることを目的としていること。 

④ 指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の担当介護支援専門員（ケアマネジ
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ャー）が住宅改修の必要性を認めていること。 

   （担当介護支援専門員がいない場合は、地域包括支援センター職員や介護支援専門員、住環

境コーディネーター２級以上の資格所持者等の専門職が住宅改修の必要性を検討すること） 

⑤ 介護保険被保険者証に記載されている住所地での改修であり、実際に居住している住宅で

あること。 

⑥ 住宅改修の着工前に、市へ事前の申請を行い、承認を受けていること。 

 

※支給対象外の例 

事前申請前に工事着工した場合及び事前申請時から工事内容を変更した場合は、住宅改修費

を支給することが出来ません。また受領委任申請の場合は、変更申請が必要です。 

 

（３）支給限度基準額及び保険給付額 

  要介護・要支援状態区分にかかわらず、要件を満たす住宅改修を行った場合に、要した費用の

うち 20 万円を上限としてその９割～７割（自己負担額は１割～３割）が支給されます。自己負

担割合については、お持ちの「介護保険負担割合証」をご確認ください。20 万円を超えた分は全

額自己負担となります。限度額に達するまで複数回の工事を行うことも可能です。  

 

※以下の条件を満たした場合、再度支給限度額の20万円までの支給が可能となります。 

 ①要介護状態区分が前回申請時から３段階以上上がった場合（同一要介護者につき 1回が限度） 

 ➁住宅を転居した場合 

〇支給が可能な例 

      【１回目の工事時点】             【２回目の工事時点】 

 

 

 

 

        20 万円まで利用              再度 20 万円まで利用可能 

 

×支給できない例 

      【１回目の工事時点】             【２回目の工事時点】 

 

 

 

 

        20 万円まで利用       上限額を満たしている場合は、全額自己負担 

残額がある場合は、残額を上限額としてカウント 

 

 

要支援１ 要介護３ 

要支援１ 要介護２ 

※要支援２と要介護１は「介護の必要の程度」に基づき、同一の区分として考えます。 
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（４）支払方法 

  「償還払」と「受領委任払」の２通りの方法があります。 

① 償還払 

   利用者（被保険者）が施工業者に代金の全額を支払い、その後、日田市から利用者へ保険給

付分（７～９割）を支給する方法です。 

② 受領委任払 

   利用者（被保険者）が施工業者（※）に自己負担割合分（１～３割）を支払い、その後、日

田市から施工業者へ保険給付分（７～９割）を支給する方法です。 

   ※市に「住宅改修費受領委任払取扱事業者」として登録している施工業者である必要があり

ます。 

 

（５）留意事項 

  ❶介護認定申請中の方について 

   介護認定申請中の方が、事前申請の確認後に工事に着工することは可能ですが、工事後の申

請（支給申請）は認定結果が出た後でのみ受付が可能です。認定結果が「非該当」の場合は住

宅改修費の支給を受けることができなくなるため、全額自己負担となります。 

 

  ❷一時的に家族宅等に居住している場合等の住宅改修について 

   介護保険の被保険者証に記載されている住所地の住宅が支給対象のため、住所地が異なる家

族宅等は支給対象になりません。 

 

  ❸新築や増築、老朽化等について 

   住宅の新築や増築（部屋を新たに設ける等）、素材の老朽化や故障による交換等は支給対象

となりません。 

 

  ❹工事完了前に被保険者が亡くなられた場合 

   ご存命中に工事が完了し、改修箇所を利用した場合は住宅改修費の対象となりますが、亡く

なられた後に工事が完了した場合は住宅改修費の対象になりません。 

 

  ➎本人や家族等が住宅改修を行う場合 

      人件費などは対象にならず、購入した材料費のみが支給対象となります。この場合でも事前申請

は必要であり、使用した材料の内訳を記した内訳書や、購入した際の領収書などの書類を提出して

いただきます。 

 

  ➏同一住所地に要介護（支援）の認定を受けている方が複数人いる場合 

   要介護（支援）の認定を受けている方毎に、上限額 20 万円までの住宅改修が支給対象とな

ります。住宅改修を希望される場合は、要介護（支援）の認定を受けている方毎に、申請をお

願いいたします。ただし、複数人で同一箇所への工事は対象外となります。 
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２．介護保険住宅改修手続きの流れ 
 

 

  

日田市長寿福祉課へ事前承認申請(❶-１) 

受領委任払い 

日田市長寿福祉課が内容を審査し、 
承認の可否を通知 

住宅改修工事へ着工 

償還払い 

利用者が自己負担割合に応じた自己
負担分を施工事業者へ支払い 

利用者が購入費全額を 
施工事業者へ支払い 

日田市長寿福祉課が支給申請の内容を審査し、支給（不支給）決定通知書を送付 

施工事業者へ保険給付分を支給 利用者へ保険給付分を支給 

日田市長寿福祉課へ 
住宅改修費支給申請（❶-２） 

日田市長寿福祉課へ 
住宅改修費支給申請（❷-２） 

介護支援専門員等へ相談・必要性の確認・身体状況に合った住宅改修の検討 

工事施工業者の選定・見積り依頼 

工事完了後の手続き 

日田市長寿福祉課へ事前承認申請(❷-１) 
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❶-１ 事前承認申請【受領委任払い】（着工前に提出） 

 ※毎月 15日と月末を締め日とし、締め日後約１週間程度で承認の可否を文書により通知します。 

なお、工事内容に不備等があった場合、承認を否とすることがありますので、工事内容等で不明点があった

場合は、事前に相談していただきますようお願いします。 

申請に必要な書類 備 考 

１．住宅改修費受領委任払利用承認申請書 P7 参照 

２．住宅改修が必要な理由書  

３．見積書（内訳書）※宛名は被保険者氏名が記載されたのもの  

４．住宅改修を希望する住宅の図面等  

  ※施工予定箇所がわかるようにマーカー等で記入してください。 

 

５．改修前の写真  

６．必要書類のチェックリスト（工事前）  

７．住宅改修所有者承諾書 ※土地・建物の所有者が本人以外の場合のみ  

 

❶-２ 支給申請【受領委任払い】（工事後に提出） 

 ※月末締めで、翌月 20 日（20日が土日祝祭日の場合はその直前の営業日）に支給します。 

 ただし、書類不備・差替えがあった場合や、現地確認を要した場合はこの限りではありません。 

申請に必要な書類 備 考 

１．住宅改修費受領委任払支給申請書 P8 参照 

 ※工事後、支給申請前に利用者本人が死亡した場合、誓約書が必要で

す 
P10 参照 

２．住宅改修受領委任払利用承認通知書【原本】  

３．改修後の写真（施行中写真） コア抜き部分や床の下地等は

施工中の写真も必要 

４．領収書 ※宛名は被保険者氏名が記載されたもの  

５．必要書類のチェックリスト（工事後）  
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❷-１ 事前承認申請【償還払い】（工事前に提出） 

 ※締め日はありません。随時受付しております。 

申請に必要な書類 備 考 

１．住宅改修が必要な理由書  

２．見積書（内訳書）※宛名は被保険者氏名が記載されたのもの  

３．住宅改修を希望する住宅の図面等  

  ※施工予定箇所がわかるようにマーカー等で記入してください。 

 

４．改修前の写真  

５．必要書類のチェックリスト（工事前）  

６．住宅改修所有者承諾書 ※土地・建物の所有者が本人以外の場合のみ  

 

❷-２ 支給申請【償還払い】（工事後に提出） 

 ※月末締めで、翌月 20 日（20日が土日祝祭日の場合はその直前の営業日）に支給します。 

  ただし、書類不備・差替えがあった場合、現地確認を要した場合はこの限りではありません。 

申請に必要な書類 備 考 

１．介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 P9 

参照 
 ※申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です P10 参照 

※工事完了後、支給申請前に利用者本人が死亡した場合、誓約書

が必要です 
P10 参照 

２．住宅改修が必要な理由書   

３．見積書（内訳書）※宛名は被保険者氏名が記載されたのもの  

４．領収書 ※宛名は被保険者氏名が記載されたもの  

５．住宅改修を希望する住宅の図面等  

  ※施工予定箇所がわかるようにマーカー等で記入してください。 

 

６．改修後の写真（施行中写真） コア抜き部分や床の下地

等は施工中の写真も必要 

７. 必要書類のチェックリスト（工事後）  

８. 住宅改修所有者承諾書 ※土地・建物の所有者が本人以外の場合の

み 
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３．申請書類等記入例 
 
【受領委任払利用承認申請書】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 2 0 4 6

電話番号

4 4 2 0 4 6 0 0 1

円

日田市田島２丁目６番１号
22-8264

日田　介護

※ 申請の際は、チェックリスト（着工前）を確認し、必要書類を添付してください。

日田市記入欄

被保険者番号

保険者番号ヒタ　カイゴ

日田　介護

～ 割　

本人との関係（   本人   ）日田　介護

氏    名

（Ｂ）

円　
　　介護

保険料の滞納状況

有　・　無

自己負担額介護度 認定期間

　　支援

負担割合

支給限度額

（Ａ）

既支給額

改修の内容・

箇所及び規模

改修事業者名

・手摺設置　２か所

・扉の交換　１か所

100,000

電話番号

日 田 市 長    様

上記のとおり関係書類を添えて住宅改修費に係る受領委任払いについて申請します。

住宅改修費受領委任払利用承認申請書

被保険者氏名

生年月日

4
  大　・　昭　・　平     30   年     4  月     1  日

04 2 0

住宅の所有者

支給予定額上限額 支給予定対象額

事業者登録番号

改修予定費用

申請者

令和７年 　   ４月     １日

住    所

○○工務店

1 0

円　円　 円　円　 円　

（Ｃ） （Ｄ） （Ｃ）と（Ｄ）の小さい方

4 6

様式第6号（第7条関係）

住       所

〒877-8601

日田市田島２丁目６番１号

22-8264

フリガナ

0

受領委任払いを
受任する事業者は、
事前に市へ届出を
提出し、事業者登録を
行う必要があります。
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【受領委任払支給申請書】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ ４ ２ ０ ４ ６

 〒

円

22-8264

甲   乙

日田市長

23-3111

4 4 2 0 4 6 0 0 1

市記入欄

様式第１０号（第９条関係）

住宅改修費受領委任払支給申請書
フ リ ガ ナ ヒタ　カイゴ 保険者番号

6 0 1 0
被保険者氏名 日田　介護

被保険者番号 4 4 2 0
生　年　月　日 大　・　昭　・　平　　30　年　　4　月　　1　日生

住　　所
877-8601

日田市田島２丁目６番１号 電話番号 22-8264

0 4

住宅の所有者 日田　介護 本人との関係（       本人　    ）

改修の内容　・

箇所及び規模

・手摺設置　２か所

・扉の交換　１か所

業 者 名 ○○工務店

着 工 日    令和７年      ４月      20日

完 成 日    令和７年      ４月      25日

改   修   費   用 100,000

日 田 市 長　 様

上記のとおり関係書類を添えて住宅改修費の支給を申請します。

　　　  令和　年　　　 月  　　日

住　所 日田市田島２丁目６番１号

申請者 電話番号

氏　名 日田　介護

※　チェックリスト（着工後）を確認し、必要書類を添付してください。

竣  工  検  査

同  　意　  欄

住宅改修費受領委任払いの支給申請について、竣工検査を受けることに同意します。

氏　名　 日田　介護

日 田 市 長　様

甲は、住宅改修費の受領に関する権限を下記のとおり乙に委任いたします。

      令和７ 年       ４月       26日

（委任者） （受任者）

住所 日田市田島２丁目６番１号 住所 日田市田島２丁目〇番〇号

氏名 日田　介護 名称 ○○工務店

代表者氏名

電話番号

事業者登録番号

上記のとおり承諾いたしましたので、住宅改修費については、下記の口座に振込みください。

振

込

口

座

○○

銀行

農協

信用金庫

信用組合

△△
本店

支店

出張所

口    座    番    号

1 普通

2 当座

3 その他

1 2 3 4 5 6 7金融機関コード 店舗コード

8 8 8 8 8 8 8

円　　

フ   リ   ガ   ナ 〇〇　コウムテン

口座名義人 〇〇　工務店

支　給　限　度　額 既　支　給　額 上　　限　　額 支　給　対　象　額 支　給　決　定　額

　　介護

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｃ）と（Ｄ）の小さい方

 円　　 円　　 円　　 円　　

保険料の滞納状況

有　・　無

介　護　度 認　定　期　間 負　担　割　合 自　己　負　担　額

　　支援
～ 割　　 円　　

受領委任払いを

受任する事業者は、
事前に市へ届出を
提出し、事業者登録
を行う必要がありま

す。

着工日は承認通知書で承認を受けた日
以降である必要があります。また、本申
請書は、工事が完了した完成日以降にご
提出ください。

※支給申請前に本人が
亡くなった場合は、相続
人が申請者となります。

※支給申請前に本人が
亡くなった場合は、相続
人が委任者となります。

※支給申請前に本人が
亡くなった場合は、同意
欄が相続人氏名となりま
す。
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【償還払支給申請書】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

）

22-8264

市記入欄

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書

フ リ ガ ナ ヒタ　カイゴ
保険者番号 ４ ４ ２ ０ ４ ６

被保険者氏名 日田　介護
被保険者番号 4 4 2 0 4 6 0 1 0 0

生　年　月　日 大　・　昭　・　平　　30　年　　4　月　　1　日生

住　　　　　　所

 〒877-8601

日田市田島２丁目６番１号 電話番号 22-8264

住宅の所有者 日田　介護 本人との関係（ 　 本人

　改修の内容　・

　箇所及び規模

・手摺設置　２か所

・扉の交換　１か所

業者名 ○○工務店

着工日    令和７年      ４月      20日

完成日    令和７年      ４月      25日

改　修　費　用 100,000 円

日 田 市 長　　様

上記のとおり関係書類を添えて居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申請します。

 令和７年　　　 ４月  　　26日

申請者

住　所　　　日田市田島２丁目６番１号

氏　名　　　日田　介護 電話番号

※ チェックリスト（着工後）を確認し、必要書類を添付してください。

居宅介護（介護予防）住宅改修費を下記の口座に振り込んで下さい。

口　座　振　替

依　　頼　　欄

○○

銀行

農協

信用金庫

信用組合

△△
本店

支店

出張所

口　　座　　番　　号

１ 普　通

２ 当　座

３ その他

1 2

8 8 8 8 8 8

フリガナ ヒタ　カイゴ                

3 4 5 6 7金融機関コード 店舗コード

8

口座名義人    日田　介護                

竣　工　検　査

同　　意　　欄

居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請について、竣工検査を受けることに同意します。

氏　名         日田　介護

※　太枠の中のみご記入下さい

支　給　限　度　額 既　支　給　額 上　　限　　額 支　給　対　象　額 支給決定額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｃ）と（Ｄ）の小さい方

円　　 円　　 円　　 円　　 円　　

介護度 認定期間 負担割合 自己負担額

有　・　無

　　支援
～ 割　　 円　　

　　介護

保険料の滞納状況

着工日は市へ事前に理由書
等を提出し、承認を受けた日
以降である必要があります。
また、本申請書は、工事が完
了した完成日以降にご提出く
ださい。

※支給申請前に本人が
亡くなった場合は、相続
人が申請者となります。

※支給申請前に本人
が亡くなった場合は、
相続人の口座を記載
してください。

※支給申請前に本人が亡く
なった場合は、同意欄は相
続人氏名となります。
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【委任状（償還払）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【誓約書（受領委任払）】               【誓約書（償還払）】 
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４．介護保険住宅改修に関するＱ＆Ａ（厚生労働省ＨＰより抜粋） 
 
厚生労働省から示されている住宅改修に関するＱ＆Ａです。 

 

項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

領収書 領収書は写しでもよいか 
申請時にその場で領収書の原本を提示

してもらうことにより確認ができれば、
写しでも差し支えない。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

工事内訳書 

支給申請の際、添付する
工事内訳書に関し、材料
費、施工費等を区別でき
ない工事があるが、全て
区分しなければならない
か。 

工事内訳書において、材料費・施工費
等を適切に区分することとしているの
は、便所、浴室、廊下等の箇所及び数
量、長さ、面積等の規模を明確にするた
めである。このため、材料費、施工費等
が区別できない工事については無理に区
別する必要はないが、工事の内容や規模
等が分かるようにする必要はある。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

添付写真の
日付 

申請に添付する必要があ
る改修前後の写真は、日
付が分かるものとのこと
であるが、日付機能のな
い写真機の場合はどうす
ればよいか。 

工事現場などで黒板に日付等を記入し
て写真を撮っているように、黒板や紙等
に日付を記入して写真に写り込むといっ
た取り扱いをされたい。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

新築工事の
竣工日以降
の改修工事 

住宅の新築の場合は住宅
改修と認められてない
が、新築住宅の竣工日以
降に手すりを取り付ける
場合は、給付対象となる
か。 

竣工日以降に、手すりを設置する場合は
住宅改修の支給対象となる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

賃貸住宅退

去時の改修

費用 

賃貸住宅の場合、退去時

に現状回復のための費用

は住宅改修の支給対象と

なるか。 

住宅改修の支給対象とはならない 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

賃貸アパー
ト共用部分
の改修費用 

賃貸アパートの廊下など
の共用部分は住宅改修の
支給対象となるか。 

賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般
的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居
室内に限られるものとなると考えるが、
洗面所やトイレが共同となっている場合
など、当該高齢者の通常の生活領域と認
められる特別な事情により共用部分につ
いて住宅改修が必要であれば、住宅の所
有者の承諾を得て住宅改修を行うことは
可能であり、支給対象となる。しかしな
がら、住宅の所有者が恣意的に、当該高
齢者に共用部分の住宅改修を強要する場
合も想定されるので、高齢者の身体的状
況、生活領域、希望等に応じて判断すべ
きものである。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

分譲マンシ
ョン共用部
分の改修費 

分譲マンションの廊下な
どの共用部分は住宅改修
の支給対象となるか。 

賃貸アパート等と同様、専用部分が一
般的と考えられるが、マンションの管理
規定や他の区分の所有者の同意（区分所
有法による規定も可）があれば、共用部
分の住宅改修も支給対象とすることがで
きる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

一時的に身
を寄せてい
る住宅の改
修費 

要介護者が子の住宅に一
時的に身を寄せている場
合、介護保険の住宅改修
を行うことができるか。 

介護保険の住宅改修は、現に居住する
住宅を対象としており、住所地の住宅の
みが対象となる。子の住宅に住所地が移
されていれば介護保険の住宅改修の支給
対象となる。なお、住民票の住所と介護
保険証の住所が異なる場合は一義的には
介護保険証の住所が住所地となる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 



 

13 

 

項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

入院（入

所）中の住

宅改修 

現在、入院している高齢

者がまもなく退院する予

定であるが、住宅改修を

行うことができるか。 

入院中の場合は住宅改修が必要と認め
られないので住宅改修が支給されること
はない。 

ただし、退院後の住宅について予め改修

しておくことも必要と考えるので、事前

に市町村に確認をしたうえで住宅改修を

行い、退院後に住宅改修費の支給を申請

することは差し支えない（退院しないこ

ととなった場合は申請できない）ものと

考える。特別養護老人ホームを退去する

場合も、本来退去後に住宅改修を行うも

のであるが、同様に取り扱って差し支え

ない。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

家族が行う
住宅改修 

家族が大工を営んでいる
が、住宅改修工事を発注
した場合、工賃も支給対
象とすることができるの
か。 

被保険者が自ら住宅改修のための材料を
購入し、本人又は家族等により住宅改修
が行われる場合は、材料の購入費を住宅
改修の支給対象とすることとされてお
り、この場合も一般的には材料の購入費
のみが支給対象となり工賃は支給対象外
とすることが適当である。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

理由書の作

成担当者 

介護予防住宅改修費の理

由書を作成する者は「介

護支援専門員その他要支

援者からの住宅改修につ

いての相談に関する専門

的知識及び経験を有する

者」とされており、従来

は、作業療法士、福祉住

環境コーディネーター検

定試験二級以上その他こ

れに準ずる資格等を有す

る者とされていたが、地

域包括支援センターの担

当職員が作成することは

可能か。 

可能である。 

H18.3.27 

介護制度改革

information vol.80

「平成 18 年 4 月改定

関係 Q&A （vol.2）」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

手すり 

手すりには、円柱型など
の握る手すりのほか、上
部平坦型（柵状のもの）
もあるが、住宅改修の支
給対象となるか。 

支給対象となる。高齢者によっては、
握力がほとんどない場合やしっかり握れ
ない場合もあるので、高齢者の身体の状
況に応じて手すりの形状を選択すること
が重要。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

浴室の段差
解消工事 

床段差を解消するために
浴室内にすのこを制作
し、設置する場合は住宅
改修の支給対象となる
か。 

 浴室用すのこは、特定福祉用具の入浴
補助用具の浴室内すのこ（浴室において
浴室の床の段差の解消ができるものに限
る）に該当するものと考えられるので、
住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対
象となる 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

上がり框

（かまち）

の段差緩和

工事 

（住宅改修）上がり框の

段差の緩和のため、式台

を設置したり、上り框の

段差を二段にしたりする

工事は支給対象となる

か。 

式台については、持ち運びが容易ではな

いものは対象外となる。また、上がり框

を二段にする工事は床段差の解消として

住宅改修の支給対象となる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

段差解消機
等の設置 

昇降機、リフト、段差解
消機等の設置は住宅改修
の支給対象となるか。 

昇降機、リフト、段差解消機等といった
動力により床段差解消をする機器を設置
する工事は住宅改修の支給対象外であ
る。なお、リフトについては、移動式、
固定式又は据え置き式のものは、移動用
リフトとして福祉用具貸与の支給対象と
なる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

床材の表面
加工 

滑りの防止を図るための
床材の表面の加工（溝を
つけるなど）は、住宅改
修の支給対象となるか。
また、階段にノンスリッ
プを付けたりカーペット
を張り付けたりする場合
は支給対象となるか。 

いずれも床材の変更として住宅改修の
支給対象となる。なお、ノンスリップが
突き出していたり、あまりに滑りが悪い
と躓き転落する危険性もあるので、工事
に当たっては十分に注意が必要である。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

 
 

扉工事 

扉そのものは取り替えな

いが、右開きの戸を左開

きに変更する工事は住宅

改修の支給対象となる

か。 

扉そのものを取り替えない場合であっ

ても、身体の状況に合わせて性能が代わ

れば、扉の取替として住宅改修の支給対

象となる。具体的には右開きの戸を左開

きに変更する場合、ドアノブをレバー式

把手等に変更する場合、戸車を設置する

場合等が考えられる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

引き戸の取
替工事 

既存の引き戸が重く開閉
が容易ではないため、引
き戸を取り替える場合は
住宅改修の支給対象とな
るか。 

既存の引き戸が重く開閉が容易でない
という理由があれば支給対象となる。た
だし、既存の引き戸が古くなったからと
いって新しいものに取り替えるという理
由であれば、支給対象とはならない。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

洋式便器の

改修工事 

リウマチ等で膝が十分に

曲がらず、便座から立ち

上がるのがきつい場合等

に、既存の洋式便器の便

座を高くしたい場合、次

の工事は便器の取替とし

て住宅改修の支給対象と

なるか。①洋式便器をか

さ上げする工事➁便座の

高さが高い洋式便器に取

り替える場合。③補高便座

を用いて座面の高さを高

くする場合 

①は支給対象となる。➁については、既

存の洋式便器が古くなったことにより新

しい洋式便器に取り替えるという理由で

あれば、支給対象とはならないが、質問の

ように当該高齢者に適した高さにするた

めに取り替えるという適切な理由があれ

ば、便器の取替として住宅改修の支給対

象として差し支えない。③については、住

宅改修ではなく、腰掛け便座（洋式便器の

上に置いて高さを補うもの）として特定福

祉用具購入の支給対象となる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

洋式便器へ
の便器取替
工事 

和式便器から洗浄機能等
が付加された洋式便器へ
の取替は住宅改修の支給
対象となるか。 

商品として洗浄便座一体型の洋式便器
が一般的に供給されていることを考慮す
れば、「洋式便器等への便器の取替」工
事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を
取り付ける場合にあっては、住宅改修の
支給対象に含めて差し支えない。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 

既存洋式便
器への洗浄
機能の取り
付け工事 

既存の洋式便器の便座
を、洗浄機能等が付加さ
れた洋式便器への取替は
住宅改修の支給対象とな
るか。 

介護保険制度において便器の取替を住
宅改修の支給対象としているのは、立ち
上がるのが困難な場合等を想定している
ためである。洗浄機能等のみを目的とし
て、これらの機能が付加された便座に取
り替える場合は住宅改修の支給対象外と
なる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

和式便器の

腰掛け式へ

の変換 

和式便器の上に置いて腰

掛け式に変換するものは

住宅改修に該当するか。 

腰掛け便座として特定福祉用具購入の

支給対象となる。 

H12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71「介護報酬等に

係る Q&A vol.2」 
滑り止めの
ゴム 

住宅改修費について、階
段に滑り止めのゴムを付
けることは、「滑りの防止
及び移動の円滑化等のた
めの床材の変更」として
よいか。 

「滑りの防止及び移動の円滑化等のため
の床材の変更」に当たる。 

H12.3.31 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.59「介護報酬等に

係る Q&A 」 

段差解消・

手すり 

玄関から道路までの段差

解消や手すりの設置は住

宅改修の支給対象となる

と解してよろしいか。 

貴見のとおり。 

対象となる工事の種類は、通路への手

すりの設置、通路へのスロープの設置、

コンクリート舗装への変更等である。 

H12.11.22 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.93「福祉用具貸与

及び住宅改修の範囲の

変更に係る Q&A につい

て」 

玄関以外の

スロープ 

居室から屋外に出るた

め、玄関ではなく、掃き

出し窓にスロープを設置

する工事は対象となるの

か。また、スロープから

先の道路までの通路を設

置する工事は対象となる

のか。 

玄関にスロープを設置する場合と同様

に、スロープは段差の解消として、通路

の設置も通路面の材料の変更として、住

宅改修の支給対象となる。 

H12.11.22 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.93「福祉用具貸与

及び住宅改修の範囲の

変更に係る Q&A につい

て」 

段差の解消 玄関から道路までの通路

の階段の段差を緩やかに

する工事は住宅改修の支

給対象となるか。 

玄関の上がり框（かまち）への式台の設

置等と同様に、段差の解消として支給対

象となる。 

H12.11.22 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.93「福祉用具貸与

及び住宅改修の範囲の

変更に係る Q&A につい

て」 

通路面の材

料の変更 

通路面の材料の変更とし

てはどのような材料が考

えられるか。また、この

場合の路盤の整備は付帯

工事として支給対象とな

るか。 

例えば、コンクリート舗装、アスファル

ト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考

えられる。路盤の整備は付帯工事として

支給対象として差し支えない。 

H12.11.22 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.93「福祉用具貸与

及び住宅改修の範囲の

変更に係る Q&A につい

て」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

段差の解消

に伴う付帯

工事の取り

扱い 

（住宅改修）脱衣所と浴

室床の段差を解消するた

め、浴室床のかさ上げ又

はすのこの設置 

（住宅改修に係るものに

限る）を行ったが、浴室

床が上がったために行う

次の①から③の工事につ

いて、段差解消に伴う付

帯工事として取り扱うこ

ととしてよいか。 

①水栓の蛇口の下に洗面

器が入らなくなったため

に、水栓の蛇口の位置を

変更。 

➁浴室床が上がったため

に、相対的に浴槽の底との

高低差が増え、浴槽の出入

り困難かつ危険になった

場合の浴槽のかさ上げの

工事 

③➁の状態で、技術的に浴

槽のかさ上げが困難な場

合の浴槽の改修又は取扱

いの工事 

①から③いずれの場合も介護保険の住宅

改修の給付対象として差し支えない。 

H14.3.28 事務連絡 

「運営事務等に係る

Q&A 」 

通路面の材
料の変更 

通路面について、滑りの
防止を図るための舗装材
への加工（溝をつける）
や移動の円滑化のための
加工（土舗装の転圧な
ど）は、住宅改修の支給
対象となるか。 

いずれも、通路面の材料の変更として住
宅改修の支給対象となる。 

H12.11.22 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.93「福祉用具貸与

及び住宅改修の範囲の

変更に係る Q&A につい

て」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

扉の取り替
え 

門扉の取り替えは、住宅
改修の支給対象となる
か。 

引き戸等への扉の取り替えとして支給対
象となる。 

H12.11.22 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.93「福祉用具貸与

及び住宅改修の範囲の

変更に係る Q&A につい

て」 

段差の解消
の取り扱い 

平成 12 年 12 月に住宅改
修の種類が「床段差の解
消」から「段差の解消」
と改正されたが、これに
伴い高齢者が自立して入
浴又は介助して入浴でき
るよう、浴室床と浴槽の
底の高低差や浴槽の形状
（深さ、縁の高さ等）を
適切なものとするために
行う浴槽の取替も「段差
の解消」として住宅解消
の給付対象として取り扱
ってよいか。 

浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段
差」に含まれるものとして取り扱っても
差し支えないものと考える。 

H14.3.28 事務連絡 

「運営事務等に係る

Q&A 」 

住宅改修に
おける利用
者負担の助
成 

介護保険の給付対象とな
る住宅改修について、利
用者が施工業者から利用
者負担分（施工費用の 1
割）の全部又は一部につ
いて、助成金や代金の返
還等によって金銭的な補
填を受けていた場合の取
り扱い如何。 

介護保険法上、住宅改修費の額は、現に
当該住宅に要した費用の額の 90/100 に
相当する額とされている。即ち、住宅改
修の代金について割引があった場合には
当該割引後の額によって支給額が決定さ
れるべきものであり、施工業者が利用者
に対し利用者負担分を事後的に補填した
場合も、施工代金の割引に他ならないこ
とから、割引後の額に基づき支給される
こととなる。 
なお、施工業者等と相当の関連を有する
者から助成金等を受けていた場合につい
ても同様である。 

H14.3.28 事務連絡 

「運営事務等に係る

Q&A 」 

理由書の様
式 

住宅改修が必要な理由書
の様式が示されたが、市
町村独自で様式を定める
ことは可能か。 

3 月の課長会議で示した様式は標準例と
してお示ししたものであり、それに加え
て市町村が独自に定めることは可能であ
る。 

H18.3.27 事務連絡 

介護制度改革

information vol.80

「平成 18 年 4 月改定

関係 Q&A （vol.2）」 
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項 目 質 問 回 答 ＱＡ発出時期等 

滑りの防止
及び移動円
滑化等のた
めの床又は
通路面の材
料の変更 

「滑りの防止及び移動の
円滑化等のための床又は
通路面の材料の変更」に
ついて、居室において
は、畳敷から板製床材、
ビニル系床材等への変更
等が想定されると通知さ
れているが、畳敷から畳
敷（転倒時の衝撃緩和機
能が付加された畳床を使
用したものなど同様の機
能を有するものを含む。
以下同じ）への変更や板
製床材等から畳敷への変
更についても認められる
か。 

居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅
の状況等を勘案して必要とみられる場合
には、お尋ねのような変更（改修）につ
いても認められる。 

 

 


